
事業主・加入者の皆さまへ

　日頃より、当協会の事業運営にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。
　さて、協会けんぽでは、保険給付の適正化と本来被扶養者資格を有しない者による無資格受診の防止を図
ることを目的に、健康保険の被扶養者になっている方の資格確認（被扶養者資格の再確認）を毎年度実施し
ています。
　つきましては、本年度も事業主様に「被扶養者状況リスト」等を送付させていただきますので、対象の方が
現在も被扶養者の要件を満たしているかをご確認のうえ、協会けんぽ宛にご返送くださいますようお願い申
し上げます。
　被扶養者資格の再確認は、健康保険法施行規則第50条および厚生労働省の通知に基づき実施するもの
ですが、協会けんぽにご加入の皆様の保険料額の算出にもつながる大変重要な事務です。ご多忙の折、お手
数をおかけしますが、皆様のご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

全国健康保険協会（協会けんぽ）

事業主より被保険者の方に対して、文書または口頭により、健康保険の被扶養者としての要件を満たしているかをご確認いた
だき、被扶養者状況リストに確認結果をご記入ください。記入方法は５ページをご覧ください。
なお、「被保険者と別居している方」および「海外に在住している方」については、被扶養者の要件を満たしていることが確認で
きる書類の提出が必要となります。（※被保険者と同居している場合でも確認書類の提出が必要な場合があります。）

確認方法

（１） 被扶養者状況リスト　※必ず記入・提出が必要です　　（２） 説明用リーフレット　　（３） 返信用封筒
（４） 被扶養者調書兼異動届　※扶養解除となる場合に記入・提出が必要です
（５） 被扶養者現況申立書　※被保険者と別居している場合、海外在住の場合等に記入・提出が必要です

お送りしているもの

被扶養者資格の再確認のお願い

約６．８万人（令和３年３月末日現在）

令和２年度の被扶養者資格の再確認により扶養削除となった人数

令和３年９月１８日現在で被扶養者の方
ただし、次の①、②に掲げる方は確認の対象外です。
①令和３年４月１日時点において１８歳未満の方　　　②令和３年４月１日以降に被扶養者となった方
※上記①、②に該当する方についても、被扶養者状況リストに印字されていますが、再確認の必要はありません。（備考欄に「確認不要」と表示しています。）

確認の対象となる方

提出期限は 令和３年１２月２０日（月）です。被扶養者資格の再確認が終わりましたら速やかにご提出ください。

提出期限

専用ダイヤル（令和３年１２月２８日まで）
お問い合わせは
こちらから

受付時間：
月～金曜日　８：３０～１７：１５
※土・日・祝日は除く0570-039-313
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預金通帳の写しを提出します
が、仕送りと関係のない箇所
は見られたくありません。

仕送りの確認書類として預金通帳の写し等を提出する場合、仕送りと関係のない箇所
についてはマスキング（黒く塗りつぶす等）してください。

海外在住者は被扶養者にな
ることはできないのですか。

令和２年４月より、海外在住者は海外特例要件（４ページの❸参照）に該当する場合を除
き、被扶養者と認められません。海外特例要件に該当しない場合は、扶養解除のお手続
きを行ってください（令和２年４月１日時点で海外特例に該当していない場合は、当該日
を扶養解除日としてください）。
なお、被扶養者調書兼異動届で、扶養解除となる配偶者（第３号被保険者）の方は、この
届書とは別に、事業所管轄の事務センター（年金事務所）へ国民年金第３号被保険者関
係届の資格喪失のお手続きが必要です。

海外在住者について、既に確
認書類を添付のうえ届出を行
い、海外特例該当者として認
定されていますが、再度確認
書類の提出は必要ですか。

被扶養者の資格確認は毎年度行うこととしているため、既に海外特例該当者と認定さ
れている場合であっても、改めて確認書類の提出をお願いいたします。なお、現在、海
外特例該当者に認定されていない場合は、今回の確認とは別に事務センター（日本年
金機構）へ届出を行い、海外特例の認定を受けてください。

別居や海外在住の場合に提出
する確認書類の代わりに、扶
養事実を記載した申立書等を
提出してもよいですか。

申立書は確認書類として認められません。事実を確認できる書類をご提出ください。
なお、確認書類を提出できない場合は、事実関係を確認できないため、扶養解除のお
手続きが必要となります。

被扶養者状況リスト等を提出
した場合、後日、結果通知は送
られてくるのですか。

被扶養者調書兼異動届を提出した場合（扶養解除となる場合）を除き、結果通知は送付し
ませんので、ご了承ください。
なお、被扶養者状況リストの２枚目は事業主様の控えとなりますので、提出せずに保管を
お願いします。

被扶養者の氏名や続柄等、リス
トの記載内容に誤りがあるの
で訂正してほしいのですが。

協会けんぽでは、氏名や続柄等を訂正することはできません。氏名等の訂正について
は、事業所管轄の事務センター（年金事務所）へお手続きをお願いいたします。

同封の被扶養者調書兼異動届
や被扶養者現況申立書が足り
ません。

協会けんぽホームページからダウンロードしていただくか、必要部数を送付させてい
ただきますので、専用ダイヤルへ必要部数の送付を依頼してください。

よくあるご質問よくあるご質問

Ｑ13

Ｑ14

Ｑ15

Ｑ16

Ｑ17

Ｑ18

リストを紛失してしまったので
すが。

再度お送りいたしますので、専用ダイヤルへご連絡ください。Ｑ20

リストを紙ではなくデータでも
らいたいのですが。

希望された事業主様へＣＤ－Ｒ（又はＤＶＤ－Ｒ）を送付させていただきますので、専用ダ
イヤルへご連絡ください。
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被扶養者の解除となる者の手
続きをせず、被扶養者のまま
にしておくとどうなりますか。

高齢者の医療費は税金、本人負担によるほか、協会けんぽを含む各医療保険者からの
拠出金等（加入者の皆様が納められた保険料）により賄われています。本来、被扶養者
とならない方が扶養解除の届出をせず、被扶養者のままになっている場合、その方の
分についても拠出金等の額に反映されるため、協会けんぽが負担する拠出金等の額
が過大に算出され、皆様の保険料負担が増えることがあります。

Ｑ22

新型コロナウイルス感染症の
対応により、一時的に収入が増
加し、年収が130万円を超えて
しまいそうです。この場合、扶
養解除となりますか。

（新型コロナウイルス感染症の対応に限らず）収入については、被扶養者の過去の収
入、現在の収入、将来の収入見込みなどから、今後１年間の収入を見込んで算出する
ことになっています。 このため、一時的な事情によりに収入が増加した場合でも、今後
１年間の収入が130万円未満（60歳以上または障害年金が受けられる程度の障害者
の場合は180万円未満）になると見込まれる場合は、引き続き被扶養者として認定さ
れます。

Ｑ23

被扶養者が新型コロナウイル
スワクチン接種業務に従事し
たために一時的に収入が増加
しています。年収が130万円を
超えてしまいそうですが、この
場合、扶養解除となりますか。

医療職が令和３年４月から令和４年２月末の間に新型コロナウイルスワクチン接種業
務に従事することにより得た収入は、特例により扶養認定時の収入には算入しないこ
ととされています。そのため、当該接種業務以外の今後１年間の収入が130万円未満
（60歳以上または障害年金が受けられる程度の障害者の場合は180万円未満）にな
ると見込まれる場合は、引き続き被扶養者として認定されます。 
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「被扶養者状況リスト」の確認区分を
ご確認ください。

（被扶養者状況リスト） （確認区分欄表記）

（下表　　 参照）STEP1STEP1
確認区分に応じて扶養者認定要件を
確認してください。

（4ページ参照）STEP2STEP2

「収入要件」の確認
（❷-（ⅰ）参照）１．同居

２．別居

３．要同居

４．海外在住

５．資格取得

６．判定不可

「同居要件」の確認
（４ページの❶参照）

「収入要件」（仕送り状況含む）
の確認

（４ページの❷-（ⅱ）参照）

「すべての被扶養者認定要件」
の確認

（❶～❹の参照）

「資格取得」
（就職等により自身で健康保険に
加入していないか）の確認

（❹参照）

「国内居住要件
（国内に住民票があること）」

（または「海外特例要件」）の確認
（❸参照）

扶
養
認
定
要
件
を
満
た
す

扶
養
認
定
要
件
を
満
た
さ
な
い

被扶養者資格再確認を実施するにあ
たり、事業主様及び被保険者様等の
事務等の負担の軽減を目的として、
あらかじめマイナンバーによる情報
連携を実施しています。
情報連携により取得した情報（被扶
養者の続柄や被保険者との同居・別
居の別等）を確認区分として記載し
ています。

確認区分についてPoint

Point

※確認区分の判定が、現況と
相違している場合は、現況
に応じた区分による被扶養
者資格再確認の実施をお
願いします。

確認区分欄には、
右の１～6の区分が
印字されています。

同居

別居

要同居

海外在住

資格取得

判定不可

確認区分

1

2

3

4

5

6

海外在住であるため、扶養を継続する場合、国内居住要件等の確認が必要な方

被保険者と国内で同居していることが確認できたため、扶養を継続する場合、
収入要件のみ確認が必要な方
被保険者と別居していることが確認できたため、扶養を継続する場合、収入要件
及び仕送りの事実の確認が必要な方（同居が要件でない続柄）（「別居の妻」等）
被保険者と別居していることが確認できたため、扶養解除になると思われる方
（同居が要件である続柄）（「別居の姪」等）

マイナンバーによる情報確認ができなかったため、すべての被扶養者認定要件
の確認が必要な方

就職等により新たに健康保険に加入していることが確認できたため、扶養解除
になると思われる方

被扶養者資格再確認の流れ被扶養者資格再確認の流れ

3

確認結果を「被扶養者状況
リストに記入してださい。

（5ページ参照）STEP3STEP3
確認区分ごとに、　～　の提出
書類をご用意ください。

（6ページ参照）STEP4STEP4
提出書類を、返信用封筒
で郵送してください。

STEP5STEP5

　提出期限は、
令和３年

12月20日（月）です。
　再確認が
終わりましたら
速やかにご提出を
お願いします。

記入例Point

ア カ

提出書類　
（被扶養者調書兼異動届を
添付に　 した場合）

カ

提出書類　
（日本年金機構へ
届出済に　 した場合）

キ

「解除となる」
に　 

してください。

「変更なし」
に　 

してください。

返信用
封筒

提出書類　ア
（確認区分「１．同居」の方）

提出書類　イ
（確認区分「2．別居」の方）

提出書類　ウ
（確認区分「3．要同居」の方）

提出書類　エ
（確認区分「4．海外在住」の方）

提出書類　ア
（確認区分「5．資格取得」の方）

提出書類　オ
（確認区分「6．判定不可」の方）
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ただきますので、専用ダイヤルへ必要部数の送付を依頼してください。

よくあるご質問よくあるご質問

Ｑ13

Ｑ14

Ｑ15

Ｑ16

Ｑ17

Ｑ18

リストを紛失してしまったので
すが。

再度お送りいたしますので、専用ダイヤルへご連絡ください。Ｑ20

リストを紙ではなくデータでも
らいたいのですが。

希望された事業主様へＣＤ－Ｒ（又はＤＶＤ－Ｒ）を送付させていただきますので、専用ダ
イヤルへご連絡ください。

Ｑ21

Ｑ19

A13

A14

A15

A16

A17

A18

A20

A21

A19

被扶養者の解除となる者の手
続きをせず、被扶養者のまま
にしておくとどうなりますか。

高齢者の医療費は税金、本人負担によるほか、協会けんぽを含む各医療保険者からの
拠出金等（加入者の皆様が納められた保険料）により賄われています。本来、被扶養者
とならない方が扶養解除の届出をせず、被扶養者のままになっている場合、その方の
分についても拠出金等の額に反映されるため、協会けんぽが負担する拠出金等の額
が過大に算出され、皆様の保険料負担が増えることがあります。

Ｑ22

新型コロナウイルス感染症の
対応により、一時的に収入が増
加し、年収が130万円を超えて
しまいそうです。この場合、扶
養解除となりますか。

（新型コロナウイルス感染症の対応に限らず）収入については、被扶養者の過去の収
入、現在の収入、将来の収入見込みなどから、今後１年間の収入を見込んで算出する
ことになっています。 このため、一時的な事情によりに収入が増加した場合でも、今後
１年間の収入が130万円未満（60歳以上または障害年金が受けられる程度の障害者
の場合は180万円未満）になると見込まれる場合は、引き続き被扶養者として認定さ
れます。

Ｑ23

被扶養者が新型コロナウイル
スワクチン接種業務に従事し
たために一時的に収入が増加
しています。年収が130万円を
超えてしまいそうですが、この
場合、扶養解除となりますか。

医療職が令和３年４月から令和４年２月末の間に新型コロナウイルスワクチン接種業
務に従事することにより得た収入は、特例により扶養認定時の収入には算入しないこ
ととされています。そのため、当該接種業務以外の今後１年間の収入が130万円未満
（60歳以上または障害年金が受けられる程度の障害者の場合は180万円未満）にな
ると見込まれる場合は、引き続き被扶養者として認定されます。 

Ｑ24

A22

A23

A24

2

「被扶養者状況リスト」の確認区分を
ご確認ください。

（被扶養者状況リスト） （確認区分欄表記）

（下表　　 参照）STEP1STEP1
確認区分に応じて扶養者認定要件を
確認してください。

（4ページ参照）STEP2STEP2

「収入要件」の確認
（❷-（ⅰ）参照）１．同居

２．別居

３．要同居

４．海外在住

５．資格取得

６．判定不可

「同居要件」の確認
（４ページの❶参照）

「収入要件」（仕送り状況含む）
の確認

（４ページの❷-（ⅱ）参照）

「すべての被扶養者認定要件」
の確認

（❶～❹の参照）

「資格取得」
（就職等により自身で健康保険に
加入していないか）の確認

（❹参照）

「国内居住要件
（国内に住民票があること）」

（または「海外特例要件」）の確認
（❸参照）

扶
養
認
定
要
件
を
満
た
す

扶
養
認
定
要
件
を
満
た
さ
な
い

被扶養者資格再確認を実施するにあ
たり、事業主様及び被保険者様等の
事務等の負担の軽減を目的として、
あらかじめマイナンバーによる情報
連携を実施しています。
情報連携により取得した情報（被扶
養者の続柄や被保険者との同居・別
居の別等）を確認区分として記載し
ています。

確認区分についてPoint

Point

※確認区分の判定が、現況と
相違している場合は、現況
に応じた区分による被扶養
者資格再確認の実施をお
願いします。

確認区分欄には、
右の１～6の区分が
印字されています。

同居

別居

要同居

海外在住

資格取得

判定不可

確認区分

1

2

3

4

5

6

海外在住であるため、扶養を継続する場合、国内居住要件等の確認が必要な方

被保険者と国内で同居していることが確認できたため、扶養を継続する場合、
収入要件のみ確認が必要な方
被保険者と別居していることが確認できたため、扶養を継続する場合、収入要件
及び仕送りの事実の確認が必要な方（同居が要件でない続柄）（「別居の妻」等）
被保険者と別居していることが確認できたため、扶養解除になると思われる方
（同居が要件である続柄）（「別居の姪」等）

マイナンバーによる情報確認ができなかったため、すべての被扶養者認定要件
の確認が必要な方

就職等により新たに健康保険に加入していることが確認できたため、扶養解除
になると思われる方

被扶養者資格再確認の流れ被扶養者資格再確認の流れ

3

確認結果を「被扶養者状況
リストに記入してださい。

（5ページ参照）STEP3STEP3
確認区分ごとに、　～　の提出
書類をご用意ください。

（6ページ参照）STEP4STEP4
提出書類を、返信用封筒
で郵送してください。

STEP5STEP5

　提出期限は、
令和３年

12月20日（月）です。
　再確認が
終わりましたら
速やかにご提出を
お願いします。

記入例Point

ア カ

提出書類　
（被扶養者調書兼異動届を
添付に　 した場合）

カ

提出書類　
（日本年金機構へ
届出済に　 した場合）

キ

「解除となる」
に　 

してください。

「変更なし」
に　 

してください。

返信用
封筒

提出書類　ア
（確認区分「１．同居」の方）

提出書類　イ
（確認区分「2．別居」の方）

提出書類　ウ
（確認区分「3．要同居」の方）

提出書類　エ
（確認区分「4．海外在住」の方）

提出書類　ア
（確認区分「5．資格取得」の方）

提出書類　オ
（確認区分「6．判定不可」の方）
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